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公共施設マネジメントの必要性について
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１．地方自治体の財政的課題と公共施設の老朽化

2 © 2020. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.



© 2020. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.3

日本の人口は2010年をピークに減少に転じる一方で、高齢化率は増加
傾向を続ける見込みです

※出所：内閣府資料「平成29年度版高齢社会白書」

今後の人口推移
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地方高齢化の進行等により社会保障関係費が増加する一方で、投資
的経費等が減少していることから、全体としては抑制基調にあります

※出所：総務省資料「公共施設等総合管理計画の更なる推進に向けて」

地方財政計画の歳出の推移
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過去に整備された公共施設等の老朽化対策が課題となっている中で、
長期的視点から計画的な対策を実行することが求められています

※出所：総務省資料「公共施設などの総合的かつ計画的な管理による老朽化対策等の推進」

公共施設などの老朽化対策の必要性
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２．国の動向と自治体の取組
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令和３年度までに公共施設等総合管理計画の改訂が求められています

出所： 総務省「公共施設マネジメントの最新の動向」（平成30年5月11日）
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先行事例の分析

先行自治体では、既に個別施設計画の策定に取組んでいます

出所： 千葉市ホームページ「千葉市公共施設等個別施設計画」（平成30年3月）
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個別施設計画の策定方法

1．公共施設等
総合管理計画

2．再編方針
（再編計画）

（長寿命化・再配置方針）

（公民館等）

（公営住宅）

3．個別施設計画
（学校）

公共施設等総合管理計画から個別施設計画策定への流れ

内 容 策定体制

1－1．公共施設等全般を対象とした
管理、再配置に関する方針

2－1．各類型について、公共施設等総合
管理計画での方針を踏まえ、
個別施設計画策定の方針を示す

2－2．総合管理計画と個別施設
計画との橋渡しの役割

2－3．各施設の評価項目の整理
2－4．全庁最適の観点からの意思決定

3－1．個別施設ごとに策定
3－2．修繕、更新、複合化、廃止等

の時期を施設ごとに整理
3－3．対策費用の概算を整理

管理部門を中心に各施設
所管課の協力を得て策定

管理部門と各施設所管
課による委員会、プロ
ジェクトチームにより策
定

各施設所管課で策定
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３．公共施設の再編とは
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複合化とは、市内に点在する複数の施設の機能を１
つの施設に集約する再編をいいます。

【A施設、B施設、C施設、D施設の複合化の例】

【複合化の効果】

 世代間交流などの地域交流が図られる

 施設総量が縮減されコスト削減につながる
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集約化とは 複合化とは

個別施設計画では、実効性を高める観点から集約化や複合化の検討
対象施設を設定する必要があります

集約化とは、機能が類似している複数の施設を１
つの施設に集約する再編をいいます。

【集約化の例】

【集約化の効果】

 資産の効率利用が図られる

 施設総量が縮減されコスト削減につながる

集約化
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老朽化した複数の学校体育館を集約のうえ、最適な規模にダウンサイ
ジングして新たに再整備しています
集約化の先進事例（石川県七尾市）
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● ３．公共施設マネジメントの事例 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

出所： 総務省資料「公共施設最適化事業債を活用した先進事例」
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点在していた施設を集約化して１つの施設に複合化することで、多世代
間交流を促進するとともに、コスト縮減を図っています
複合化の先進事例
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● ３．公共施設マネジメントの事例 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

出所： 総務省資料「公共施設最適化事業債を活用した先進事例」
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施設の空きスペースに他施設の機能を移転させ複合化するとともに、
空いた施設を別の機能に転用して有効活用を図っています
複合化の先進事例（石川県七尾市）
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● ３．公共施設マネジメントの事例 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

出所： 総務省資料「公共施設最適化事業債を活用した先進事例」
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遊休施設に別施設の機能を移転させ複合化施設として活用することで、
多機能化と施設の集約化を図っています
遊休施設活用の先進事例（茨城県ひたちなか市）
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● ３．公共施設マネジメントの事例 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

出所： 総務省資料「公共施設最適化事業債を活用した先進事例」
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４．なぜ、いま公共施設の再編が必要なのか
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１
公共施設の老朽化が進み、また社会環境も大きく変化する中、現状のまま
公共施設を残すことは、困難になっています。

２
時代の変化に合わなくなった公共施設を廃止し、市民のニーズに合った公共
施設に再編することが必要です。

３
人口減少などを考えると公共施設の総量は減少しますが、市民からの意見も
取り入れ、市民ニーズに合ったよりサービス水準の高い公共施設に再編する
ことが重要です。

４
限られた税金を大切に使い、50年後、100年後も安心して暮らせる宮津市を、
皆で知恵を出し合って、造っていきましょう。
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公共施設再編の目的

公共施設の再編は、
今後も安心して暮らせる地域を造るための取組です
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